
横 浜 市 教 育 委 員 会 

定例会会議録 

 

 

 

  １ 日  時  令和４年７月８日（金）午前10時00分 

 

  ２ 場  所  市庁舎 18階共用会議室（みなと６・７） 

 

  ３ 出 席 者  鯉渕教育長 中上委員 森委員 四王天委員 大塚委員 木村委員 

 

  ４ 欠 席 者  なし 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり 

 

 

 



 

教 育 委 員 会 定 例 会 議 事 日 程 

 

令和４年７月８日（金）午前 10時 00分 

 

１ 会議録の承認 

 

２ 一般報告・その他報告事項 

  御殿場校外学習における事案について 

熱中症事故等の防止及び新型コロナウイルス感染状況について 

市立図書館小・中学生向け夏のイベント「図書館で夏休み」について 

 

３ 請願等審査 

  受理番号４ 北綱島特別支援学校の「閉校計画と分校化の誤り」の検証に関する請願書 

 

４ 審議案件 

  教委第 14号議案 横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会委員の任命について 

 

５ その他
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鯉渕教育長 

 

 

 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

木村教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［開会時刻：午前10時00分］ 

 

 ただいまから、教育委員会定例会を開会いたします。 

 初めに、７月１日付で森委員が再任されましたので、御報告させていただきま

す。一言よろしいでしょうか。 

 

 ２期目を務めることになりました。この４年間、半分以上コロナ禍の時期では

ありましたけれども、いろいろな学校ですとか、子供たちの様子も見させていた

だきました。生き生きとした子供たちの様子ですとか、いろいろな取組を見て感

銘を受けることも多々ありました。同時に、そこに参加できていない子供たちで

すとか、居心地良く感じられていない子たち、教職員の方々もいると思います。

なので、一番声になっていない声はどこなのかを想像しながら、これまでの当た

り前ですとか前例踏襲ではない議論を、次の４年間は皆さんとできたらと思って

おります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 それでは次に、会議録の承認を行います。５月26日の会議録の署名者は、森委

員と大塚委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してございます

が、字句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認いたします。字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで

お伝えください。 

 なお、６月24日の教育委員会定例会の会議録につきましては、準備中のため、

次回以降に承認することといたします。 

 次に、議事日程に従い、教育次長から一般報告を行います。 

 

【一般報告】 

 

 １ 市会関係 

 

 教育次長の木村です。それでは、報告いたします。 

 まず、市会関係ですが、前回の教育委員会定例会から本日までの間の報告はご

ざいません。 

 

 ２ 市教委関係 

 （１）主な会議等 

 

 （２）報告事項 

   ○御殿場校外学習における事案について 

   ○熱中症事故等の防止及び新型コロナウイルス感染状況について 

   ○市立図書館小・中学生向け夏のイベント「図書館で夏休み」について 

 

 次に、教育委員会関係の主な会議等ですが、こちらも前回の教育委員会定例会

から本日までの報告はございません。 
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 次に、報告事項として、この後、所管課から３点報告をさせていただきます。 

まず１点目ですが、「御殿場校外学習における事案について」、２点目は、

「熱中症事故等の防止及び新型コロナウイルス感染状況について」、３点目は、

「市立図書館小・中学生向け夏のイベント『図書館で夏休み』について」、報告

いたします。私からの報告は以上です。 

 

 報告が終了しましたが、何か御質問等ございますか。 

 特になければ、「御殿場校外学習における事案について」、所管課から御報告

いたします。 

 

 東部学校教育事務所長の相坂でございます。「御殿場校外学習における事案に

ついて」、御説明申し上げます。６月25日、横浜市立小学校の宿泊体験学習中

に、５年生の個別支援学級の女子児童の行方が長時間にわたり分からなくなると

いう事案が発生いたしました。今回、当該児童は無事に保護されましたが、児童

の命に関わる重大な事案であり、決して起こしてはならないことだと受け止めて

います。そこで、７月１日付で、「事案概要」とともに、「当事案の原因と考え

られること」、「校外学習実施時に徹底すべきこと」を第一報として全市立学校

に通知し、その後、本事案の調査を進めてまいりました。本調査を踏まえ、全市

立学校で再発防止に取り組んでまいります。 

 「事案概要」です。令和４年６月25日、横浜市立小学校の宿泊体験学習におけ

る富士山麓トレッキング活動当日に、体調不良児童が複数名発生したため、教職

員の配置計画を変更することとなった。その結果、個別支援学級児童グループ５

名の引率が３名から２名となった。参加児童は全体で103名、引率者は11名、内訳

は、副校長、教員７名、ボランティア３名、加えて現地山岳ガイド３名が帯同し

ております。 

 個別支援学級の担任２名は、個別支援学級児童グループを引率し、トレッキン

グを開始。トレッキング途中、児童の体力の状況から判断し、来た道を引き返す

こととしました。当該児童を含む児童３名が先頭を歩き、それに続いて担任２名

が児童２名と手をつなぐ等の対応をしながら進んでいたところ、当該児童が走り

出しました。林道を外れて走り続けたため、担任は戻るように声をかけました

が、当該児童が止まらなかったので、姿を見失うこととなりました。当該児童の

行方が分からなくなり、複数の教職員で捜索しましたが見つからなかったため、

副校長が110番通報。それを受けて警察が捜索し、発生から約５時間後に当該児童

の保護に至りました。 

 「１ 当該児童」は、小学校５年生の女子児童で、個別支援学級在籍です。 

 「２ 引率及び関係者」ですが、引率責任者として副校長。学級担任であり、

この校外学習の計画立案責任者として主幹教諭Ａ。教務主任の主幹教諭Ｂ。５年

２組担任の教諭Ｃ。３組担任の教諭Ｄ。個別支援学級担任の教諭Ｅ。同じく教諭

Ｆ。それから、学級担任を持たない教諭Ｇ。そして、学生ボランティア３名。現

地の山岳ガイド３名。加えて、行事の写真撮影のために、カメラマン１名も同行

しています。 

 「３ 事故発生状況」です。「（１）発生場所」は、静岡県富士山御殿場口か

ら幕岩の間の林道です。「（２）発生時環境」です。注意報が出てはいました

が、天候は晴天であり、山岳ガイドの助言でトレッキングの実施には問題ないと

いうことで、実施の判断をしています。「（３）当該児童の服装等」です。長袖

シャツ、長ズボン、靴下、運動靴、帽子、リュックサックという装備でございま

した。 
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 右側の「４ 活動場所」ですが、地形図には詳しい林道のコース図が出ていま

すけれども、少し分かりにくいので、下にトレッキングコースの概略図を掲載し

ております。右下の御殿場口を出発点として、時計回りに１周回るコースを全体

のトレッキングコースとして設定しています。個別支援学級のお子さんは、体力

等の状況を考えて、幕岩まで行って引き返すような計画で実施しました。しか

し、疲れ等があったために途中の場所で引き返し、発生場所に戻ってくる最中に

この事案が発生ということになっています。 

 １枚目の裏面にお進みください。「５ 教員配置・指示系統」には、計画時の

教員配置等と実際の教員配置等の違いを並べて載せております。一般学級の１

組・２組・３組は、それぞれ担任である教員が先導し、加えて学生ボランティア

と山岳ガイドが帯同する計画で、個別支援学級のお子さんたちは、個別支援学級

の担任２名と、担任を持たない引率教員の３名で引率し、全体の一番後ろから教

務主任である主幹教諭Ｂ、御殿場口では副校長が待機するという計画を立ててい

ました。 

 しかし、実際には当日、体調不良児童が複数名出た関係もありまして、１組は

教務主任である主幹教諭Ｂが引率しています。また、個別支援学級の引率はほか

の場所に人員の再配置を行ったため、３名から２名に１名縮小している形になっ

ています。それから、１組担任の主幹教諭Ａは、体調不良を起こしたためにトレ

ッキングに参加できなかったお子さん２名に付き添っています。また、副校長と

担任を持たない教諭Ｇは、宿舎に残っていた、前日から体調不良を起こしている

お子さんを保護者に引き渡すために宿舎で待機、加えて宿舎の退出時のチェック

にも立ち会っています。 

 右側の「６ 当日の経過」です。こちらは時系列に沿って左側から、全体の動

き、個別支援学級の動き、引率及び関係者の動きと、分けて掲載しています。９

時20分に全体は宿舎を出発しています。このとき、副校長と教諭Ｇは宿舎に残

り、保護者に引き渡す児童に付き添い、加えて退所チェックを行っています。９

時40分に御殿場口で全体がクラスごとの集合写真を撮った後に、学級ごとにトレ

ッキングをスタートしています。９時55分、個別支援学級児童の５名に加えて、

体調不良で全体と一緒に行動できなかった２名が一緒にトレッキングを始めてい

ます。10時39分、そのうち体調不良を起こしていた児童２名は、主幹教諭ととも

にトイレのある大石茶屋という場所まで引き返し、そこで待機するよう変更して

います。11時４分、５年１組の児童４名が疲労等のため、幕岩でトレッキングを

中断。11時20分、２組児童２名が同じくトレッキングを中止しています。11時25

分、体調不良児童の保護者のお迎えが来たので、宿舎にて保護者へお子さんを引

き渡すとともに、副校長と教諭Ｇはトレッキングコースのスタート地点である御

殿場口に移動しています。11時31分、当該児童を含む個別支援学級児童５名は、

体力の状況等を確認して副校長に報告の上、幕岩まで行かずに途中で引き返すこ

とを担任が判断して報告しています。 

 12時に飛びますが、ここで事案が発生しています。詳細は後ほど「７ 事案発

生時の状況」で申し上げます。12時２分、教諭Ｅは個別支援学級の担任ですが、

当該児童が集団からはぐれたことを副校長に報告しています。12時５分、副校長

は御殿場口に待機していた教諭Ｇに当該児童の捜索を指示しています。12時20

分、教諭Ｇは個別支援学級のグループに合流し、教諭Ｅ、Ｆと確認したまま引き

続き捜索を行っています。主幹教諭Ａは御殿場口に移動し、体調不良者２名を副

校長に引き渡し、当該児童の捜索を開始しています。12時30分、５年３組児童２

名が体調不良のためにトレッキングを中断しています。 

 ２枚目にお進みください。12時35分、個別支援学級児童４名と教諭Ｅ、Ｆは御
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殿場口に到着しています。12時47分、副校長は現地警察に110番通報。13時、幕岩

でトレッキングを中止した児童８名が御殿場口に向けて、学生ボランティアとと

もに出発しています。13時４分、副校長は校長に連絡を入れています。13時10

分、５年３組児童は四辻手前で昼食。13時35分、先ほど引き返した８名の児童が

御殿場口に到着。そして、13時50分から順次、５年１組、２組、３組の順番に御

殿場口に到着しています。14時13分、校長は東部学校教育事務所の学校担当指導

主事に一報。14時30分、個別支援学級担任の教諭Ｅは当該児童保護者に電話連絡

で一報を入れています。14時40分、現地に副校長と個別支援学級担任の教諭Ｆを

残し、全体の児童・引率者はバスで横浜に向かっています。15時、校長が学校に

到着。15時30分、児童支援専任教諭が学校に到着。15時45分、学校担当の指導主

事が学校に入校しています。15時50分、校長が現地、御殿場に向けて出発しまし

た。16時12分、東部学校教育事務所の指導主事がもう一名学校に入校していま

す。17時12分、警察から副校長に当該児童を保護した旨の連絡が入り、副校長は

パトカーで警察官とともに現場に向かい、児童と対面。17時29分、個別級の担任

である教諭Ｆは当該児童保護者に当該児童が発見された連絡を入れています。17

時30分、校長が御殿場警察署に到着。17時50分、校長は当該児童を警察署で引き

取り。20時30分、校長が当該児童を保護者宅に送り届け、保護者にその場で状況

の説明と謝罪を行いました。 

 「７ 事案発生時の状況」です。発生前、教諭Ｅ、教諭Ｆがそれぞれ別の児童

２名と手をつなぎ、その前を歩いていた児童３名は順番に交代で先頭を歩いてい

ました。途中、教諭Ｅと手をつないでいた児童がそのまま歩き続けることが難し

くなったため、教諭Ｅがその児童を抱きかかえました。そのとき、前方の３名の

児童と一時的に距離ができています。 

 12時の事案発生時ですが、当該児童が先頭を歩いているとき、歌を歌いながら

急に笑顔で走り出しました。道は左にカーブしていますが、当該児童は右方向の

森林の開けているスペースに向かって走りました。教諭Ｅが「そっちじゃない

よ、だめだよ」と声をかけましたが、当該児童は振り返り、止まって笑った後、

更に奥に走っていきました。教諭Ｅは当該児童を追いかけようとしましたが、抱

きかかえていた児童の安全管理が十分できないと感じ、動くことができませんで

した。教諭Ｆも「ストップ止まって」と声をかけましたが、当該児童は止まりま

せんでした。２名の教諭は、児童４名とともに当該児童が林道から外れたポイン

トまで進み、周りを見渡しましたが見つけることができませんでした。 

 下に現場の略式図が描いてございます。黒い四角が当該児童です。白い丸は担

任である教諭ＥとＦです。この図の上側が山の山頂方向、下側が裾野の方向にな

ります。 

 発見時の状況です。これは副校長がパトカーの中で警察から伺った話です。富

士山スカイラインを走っていた一般の方が道路脇の草むらに女の子が座っている

のを発見。不審に思ったその方が車を止め、確認してくださいました。その確認

中にちょうどパトカーが通りかかり、保護に至りました。 

 副校長と当該児童の対面時の状況ですが、当該児童はパトカーの後部座席に落

ち着いた様子で座っており、「けがはないか」との問いかけにうなずいていまし

た。また、「お弁当を食べていない」「のどは渇いていない」などと言っていた

ようです。当該児童は、個別支援学級の全体とはぐれてから保護されるまでの状

況について説明ができませんでした。リュックを持っていなかったため、その周

辺を警察が捜索してくださいましたが、今のところ発見には至っていません。ま

た、右足くるぶしのところに１センチ程度の擦り傷があり、出血はしていません

でしたが、念のため警察署で消毒と絆創膏を貼る応急処置をしていただいていま
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す。 

 裏面にお移りください。「８ 再発防止に向けた引率者の振り返り」です。ま

ず、引率責任者の副校長です。本事案において、管理職として、また引率責任者

として、子供の安全、安心を守れなかったことを深く反省している。起こるかも

しれない事態の想定が不十分であった。トレッキング途中で引き返す児童がいる

ことは想定していたが、道を外れてしまう児童がいることは想定できていなかっ

た。そのため、児童が行方不明になった時点で、引率責任者としての適切な指示

をすぐに出すなどの対応ができなかった。例えば、本事案の場合、「個別支援学

級グループはその場にとどまり、担任１名が探し、もう１名が児童とともに応援

を待つ指示を出す」「速やかに警察に連絡する」などの判断ができたと思われま

す。安易に自分が宿舎に残る判断をしてしまった。引率責任者としては、宿舎チ

ェックが延びた段階で、宿舎チェックが終わるまで全体の出発を遅らせる、ある

いはボランティアに宿舎チェックを任せるなどして、自分が現地のトレッキング

コースで指揮を執るとともに、個別支援学級の引率３名体制を維持する必要があ

った。児童にとって初めてのトレッキング体験学習であり、職員も３年ぶりのト

レッキング体験引率であったことをしっかりと認識し、様々な想定を行い、慎重

できめ細かい計画を立てる必要があった。例えば、本事案の場合、体調不良者が

出た場合などに配慮を要する児童の支援体制が十分にできるよう、人的な配置を

あらかじめ想定して計画を立てるべきであった。また、グループの再編成をする

など、臨機応変に判断するなどして、個別支援学級の引率者を確保するべきであ

った。 

 計画の立案を担当している主幹教諭Ａの振り返りです。計画立案責任者とし

て、今回このような事案が起こってしまったことについて、とても反省してい

る。体調不良者が出たときの計画をもっと綿密に想定し、作成できなかったこと

を大変申し訳なく思う。トレッキング時の行程について、一般学級と個別支援学

級共に計画時の段階では無理のないものであったと考える。ただ、引率者を２名

残して宿泊施設を出発し、トレッキングを始めてしまったことが反省点である。

個別支援学級にも３名体制を維持できるように、職員体制がそろってからトレッ

キングに臨む必要があった。 

 個別支援学級担任の教諭Ｅ、教諭Ｆです。今回の事案においては猛省しかな

い。自分たちの判断力、危機管理意識のなさに、教師として悔しさを感じる。幸

い児童は無事であったが、一歩間違えたことを想像するだけでも大きな怖さを強

く感じた。保護者から大切な子供を預かる責任の重さを改めて感じた。児童を追

いかけなかった一つ目の理由として、初めて行く場所で、当該児童が担任から見

えないところまで行くとは想定できなかったことがある。ふだん学校では突発的

な行動をとっても、担任の声掛けで静止することができ、今回も同じようにでき

ると思ってしまった。そこに児童理解と危機管理意識の甘さがあった。児童を追

いかけなかった二つ目の理由として、出発時は教員と児童が適切な間隔を保って

いたが、林道を進む中で児童のペースに差が生まれ、事案発生時には教員が他児

童と手をつないでいる、あるいは抱きかかえている状態となり、追いかけること

ができなかったことがある。今考えると、他の児童の安全を配慮しつつ、教員１

名が他の児童をまとめ、１名が追いかけるべきであった。また、当日の個別支援

学級児童の状況を考え、引き返しを更に早める判断が必要であったと感じる。個

別支援学級だけで隊を組むことについては、一般学級と同じトレッキングコース

となると負担が大きく、挫折感情を植え付けてしまう可能性があったため、林道

のみのトレッキング、幕岩をゴールとして折り返すというコースの計画は妥当で

あったと考える。しかし、結果としてこのような事案が発生したことについて
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は、児童の列の前後を挟む等、今後の指導を徹底する必要があると強く感じてい

る。 

 「９ 校長見解」です。今回の事案は、体調不良等で計画に変更が出た際、責

任者の配置を含めた適切な人員配置ができなかったこと、体験学習という非日常

の環境の中で、児童に対する危険予測ができていなかったことが主な原因である

と考え、今まで以上に綿密な校外学習の計画を立てる必要性を感じています。現

在、幸いにも児童は毎日登校し、元気に学習に取り組んでいますが、一つ間違え

るととても恐ろしい結果となっていたことを思うと、改めて児童の安全・安心を

守るということの責任の重さを感じております。今まで以上に心血を注いで児童

の安全・安心を守る学校経営に努めてまいります。今回の件をしっかり調査し、

今後いかなる状況でもこのようなことが起きないように、職員全員で情報を共有

し、再発防止に努めます。そして、一日も早く児童・保護者をはじめ各関係者か

らの信頼を取り戻せるよう努力し、安全・安心な学校づくりにまい進してまいり

ます。 

 「10 教育委員会事務局の対応」です。本事案が発生した後、６月27日から29

日にかけ、「既に校外学習に行っている」、あるいは「直近で行く予定のある学

校」100校に対し、電話で注意喚起の連絡を行いました。また、「校外学習実施時

に徹底すべきこと」については、令和４年７月１日付教小企第1315号「校外学習

中の児童生徒の安全確保の徹底について」で通知しました。資料として添付して

あります。今後、本調査を踏まえて、８月末以降の校外学習実施に備え、夏季休

業中に全市立学校に様々な場や方法で注意喚起し、全市立学校で再発防止に取り

組んでまいります。説明は以上でございます。 

 

 説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等ございますか。 

 

 こういった校外学習というのは大変意義があって重要ですが、こういうことは

絶対に起こしてはいけないと思います。これは完全にヒューマンエラーだと思い

ます。先ほどいろいろな状況判断の説明がありましたが、多く出てくるのが、

「想定できなかった」、「想像できなかった」、すごく多いですよね。やはり野

外に行くということは、そういった想定をすることが十分必要なことだと思って

います。活動計画を作っているようですが、これだけ子供たちが途中でリタイア

するなど、活動計画の中の運動強度とか、あるいは人数の配置、更に子供の特性

等々をしっかり盛り込んだ活動計画だったのかというのをものすごく感じます。

活動計画は必ずこうしなければいけないではなくて、計画がベースで状況によっ

てどう応用するか、できるかだと思っています。その計画どおりではなくて、そ

れをどう応用するか。そういったところの再点検が必要かなと思っています。 

 危機管理とは、私が思うに想像力と判断と責任だと思っています。ここをしっ

かり考えなければ大惨事になると思っています。何も起きなかったのは、本当に

偶然ですよね。それでほっとしてはいけない。ここでしっかり気を引き締める必

要があると思います。東日本大震災のときのハイパーレスキューの部隊には「と

龍技」という言葉が掲げられています。意味は後でまた調べていただければと思

います。「私たちはいかなるときでも対応する。」ここが子供たちを預かる教育

者の宿命だと思っています。 

 あと、質問が一つあるのですが、戻ってきた後の学校の雰囲気はいかがだった

でしょうか。「大変だったね」とか、「しょうがないね」とか、そんな雰囲気は

なかったですか。 
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 東部学校教育事務所指導主事室長の横山でございます。学校に子供たちが戻っ

てきまして、翌日は代休だったのですが、その後、学校で説明会等を行っており

ます。学校は今回の件について非常に重く受け止めておりまして、職員でしっか

りと今回の事案を受けて再発防止に努めていかなければいけないと考えておりま

す。 

 

 ハラスメントなどもそうですが、「仕方がないよね、気持ちは分かるよね」と

いう雰囲気があると、大体、組織がハラスメントの温床になります。組織として

しっかり考えるためにも、ここは大変だったうんぬんではなくて、しっかりと見

直す必要があります。それをしないと次へ進まないので、今回の学校以外にもぜ

ひそういったことを周知徹底していただければなと思います。以上です。 

 

 判断ミス、適切でない人員配置、山という環境への意識の甘さ。書かれている

全てのことですが、本当に反省しなければいけないですし、次に生かさなければ

いけないと思います。ただ、もっと残念なのは、それを何に生かすかということ

で今後の校外学習の計画に生かしていくと書いてありますが、私はどちらかとい

うと非日常のいろいろな計画ですとかその中での判断に、日頃の姿勢が表れてい

るのではないかということのほうが重く受け止める部分だと思っています。この

ようにいろいろなことが起きて人員配置を変えなければいけなかったときに、ま

ず一番、体制強化をしなければいけなかったのは個別支援学級ではなかったの

か。体調ですとか環境に敏感であることを踏まえて、そこをまず考えようとみん

なが動けなかったのはなぜなのだろうかということ。 

 あと、山岳ガイドが付いていないことからも、個別支援学級に通っている子供

たちが山の中の環境、トレッキングの環境で、楽しく学んでいろいろなことに面

白さを感じて、かつ、いろいろな危機をガイドの方も敏感にキャッチしながら一

緒に歩くという、楽しく学ぶことが個別支援学級に通う子供たちにとってどれだ

け大事なことかということをどのように捉えていたのだろうか。 

 あとは、児童を抱えて歩いているということが書いてありましたけれども、幾

ら平坦であろうと山道でリュックを背負って子供を抱えて歩く。しかも子供のリ

ュックもあるわけです。相当な先生の負担だったと思います。それが起き得るこ

とを想定して、そういった先生の頑張りですとかがあるのではないかという想像

力、これは日頃のことがそのまま表れているのではないかと思います。これは特

定の学校の事案だけではなくて、このことこそいろいろな学校がもう一回考えな

ければいけないことなのではないかと思います。 

 

 御意見ということで。ほかに。 

 

 今回は本当に不幸中の幸いというかヒヤリハットで終わって、お子さんも絆創

膏の擦り傷程度でしたが、今、意見があったように、ヒヤリハットの再発防止を

先生たちがどこで今後するのか。学校の先生たちも反省しておられますけれど

も、共有していただく。山の天気は急変します。最近、特に地球温暖化の影響で

しょうか、雷や竜巻など記録的豪雨もありますし、従来の予想以上の天気の急変

もあります。また、最近は住宅地に熊が出てきたり、山でスズメバチが出てみん

ながパニックになるなど、いろいろなことが想定されますので、そういうとき

に、先ほどからお話が出ている先生方の危機管理意識や体制チェックをお願いし

たいと思います。 

 とはいえ、校外学習は非常に有意義だと思います。子供たちが危機回避の能力
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を体験したり、自然の怖さですよね、何かあったときには引き返す勇気を覚える

というか、山ではそれが鉄則ですから、何かあったときに先生方は勇気を持って

引き返すこともあると思います。いろいろ反省点があると思いますけれども、ぜ

ひ校外学習の大事さと、特に個別支援学級の子供たちが参加する貴重な体験でも

あり、より安全配慮義務が必要だと思いますので、今後の再発防止について努め

ていただきたいなと思います。意見です。 

 

 今回の件は、当該の児童が無事に戻ってきたことで、最悪の想定がなされずに

済んだことは良かったと思います。ただ、先ほどからたくさん出ていますが、再

発防止ということで考えていくと、Ａ教諭が全ての計画の責任者であったという

ことで、今どういうお気持ちでいらっしゃるか、また、Ａ教諭の心の状況といっ

たところへの支援も必要になってくると思いますが、来年度の５年生の子供たち

が今回の出来事をどう受け止めているかということは非常に重要だと思います。

山梨県道志村のキャンプ場での女児失踪事件もございました。またそこに重ねて

いくわけで、次は自分たちが行く。今度は自分がそういう場面に遭遇したらとい

う不安感。ぜひ東部学校教育事務所としてもそういう子供たちの心の不安にどの

ように対応していくか、安心させるところにつなげるかというところを丁寧にお

願いしたいなと思います。スクールカウンセラー等のお話を取り入れるなど、そ

ういったことも必要かなと思います。 

 もう一点で終わりますが、個別支援学級の教員も下見に行かれていると思いま

すけれども、Ａ教諭と個別支援学級、あと何人行かれたのでしょうか。 

 

 下見には６名の職員が行っております。主幹教諭、それから、一般学級の担任

と個別支援学級の担任とで下見に行って、このコースの御殿場口から幕岩のとこ

ろまでを確認しております。 

 

 教員の皆様方の数が、ボランティアの方とガイドの方を合わせて14名になって

いて、その中で教員が８名、そのうち６名もいらしたことは良かったとすごく思

いました。私の現役時代、はるか40年近く前ですけれども、遠足や校外学習のと

きの下見はほぼ全員で行っていました。平成になりましてから、その前後だと思

いますけれども、予算の関係で各学校の実情に応じた割り振りという形で、校外

学習の下見等の人数が半分になったという経験もございます。年度末には旅費が

出ないので、皆さん方の出張を工夫してほしいなど、事務の方も本当に苦しい中

で予算のやり繰りをしているという状況もございました。そんな中で今回、こち

らの学校が下見に６名出られたことはすごくありがたいのですが、今後も宿泊を

伴う下見に関しては、注意事項としてきちんと皆さんでしっかり綿密な計画を立

てることを行っていっていただきたいなと思いますので、そこの御指導もよろし

くお願いしたいと思います。 

 

 皆さんのリスク管理に関するお話はもっともなことなのであえて申し上げませ

んが、私は二つほど提案させていただきたいことがあります。一つは、一般学級

の生徒も８名ほど体調不良が出て、それから、個別支援学級で２名出た。生徒の

約１割が体調不良を起こしたということで、これに対する対応として、引率の中

に養護教諭が一人もいらっしゃらなかった。どのような体調不良か分かりません

が、校外学習には、ハチやダニ、ヘビなどの危険生物もいるところで的確な対応

ができるような、看護師とまではいかなくても、養護教諭がやはり帯同されるべ

きではないかなと思います。それが１点です。 
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 もう一つ、大塚委員もおっしゃいましたが、山梨県道志村のキャンプ場での悲

惨な事件がございました。それから一つ学ぶこととして、校外学習で特に小学生

の児童などだと行動が想定できなかったということなので、もし可能であれば子

供用の見守りＧＰＳなどを支給する。今はそんなに高価ではないと思います。も

し何かあったときにＩＴの力で発見できるようなデバイスがあればなと思いま

す。山梨県の事件から学ぶことはそういうこともあるのではないかと僕は思いま

すので、予算もありますが、ぜひ御検討いただきたいなと思います。以上です。 

 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。特に御質問がなければ、次の「熱

中症事故等の防止及び新型コロナウイルス感染状況について」、所管課から御報

告いたします。 

 

 人権健康教育部担当部長の青石といいます。よろしくお願いいたします。本日

は「熱中症事故等の防止及び新型コロナウイルス感染状況について」、御報告を

させていただきます。詳細につきましては健康教育・食育課長から御報告させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 おはようございます。健康教育・食育課長の長田でございます。よろしくお願

いいたします。資料の「熱中症事故等の防止及び新型コロナウイルス感染状況に

ついて」でございます。 

 「１ 学校生活における熱中症対策について」でございます。横浜市立学校に

おいて、令和４年４月22日から７月５日までの間に、19人が熱中症及び熱中症の

疑いで救急搬送されております。特に、梅雨明けが発表された６月27日以降は９

人搬送されており、暑くなるにつれて今後も熱中症の被害が懸念されておりま

す。なお、搬送された児童生徒はいずれも軽症でございます。今後の高温に対応

するため、６月29日に熱中症予防について学校への通知を行っております。 

 下に主な通知内容を掲載させていただいております。主なところでは、熱中症

対策ガイドラインを全教職員で確認し、環境条件の把握、暑熱順化、健康観察、

水分補給、休息等について適切に対応。児童生徒がマスクを着用しているとき

は、表情が見えにくくなることに留意が必要。最後の「・」になりますが、熱中

症は命に関わる危険があることを踏まえ、屋内外にかかわらず、熱中症への対応

を優先するということを伝えております。 

 「２ 学校における熱中症予防とマスク着脱に関する保護者向け通知」でござ

います。熱中症対策を優先しまして、屋外で距離を取って活動する場合にはマス

クを着用する必要はないこと、登下校時はマスクを外すことなど、マスクの着脱

につきまして、保護者の方の御理解・御協力を得るため、教育委員会で保護者向

け通知を作成し、高等学校附属中学校を除く小・中・義務教育学校に発出してお

ります。今後、学校を通じて保護者の方宛てに通知させていただきます。 

 裏面を御覧ください。「３ 教職員・児童生徒の新型コロナウイルス感染状

況」でございます。学校関係者の感染者数を下の表に掲載させていただいており

ます。本文に戻らせていただきます。６月下旬からの市中の感染拡大に伴いまし

て、市立学校関係者の感染者数も増加傾向にございます。引き続き、市立学校で

は、「横浜市立学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル」及び通知等に基づきまして、感染予防のための取組を徹底しております。 

 なお、市立小・中学校の学級閉鎖につきましては、５月の大型連休以降、６月

下旬までは０から８学級で推移しておりましたが、７月５日現在は14学級となっ

ております。報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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長田健康教

育・食育課長 

 

森委員 

 

 

 

 

 説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等ございますか。 

 

 これから夏休みに入っていくわけですが、毎年水の事故というのがありますの

で、学校も十分注意事項は周知されていると思いますが、私はテレビ番組で最近

知りましたけれども、水辺でマスクをして倒れてしまうと伝えられていた。深さ

にかかわらずマスクが全部濡れて呼吸困難になって大きい事故になると、大人も

危ないということがあるので、今年は海開きや、久しぶりに海水浴場がオープン

になっていますが、水辺のマスクの在り方もちょっと御留意いただきたいなとい

う意見です。 

 

 熱中症対策は非常に重要だと思います。先日、私がある中学校の付近を通った

ときに、体育の授業だと思うのですが、中学生は一人も着帽していませんでし

た。もちろん指導される先生も被っていなかったと。やはり帽子は被ったほうが

良いのではないかということと、例えば水筒などを置いておくべき場所だろうと

思いますが、その校庭には日差しを遮るようなテントみたいなものが全然見当た

らなかったことなど、非常に危機管理が足りないなと思いました。その辺のとこ

ろももう一度ぜひ点検をお願いしたいなと思います。 

 

 資料にも書いてありますが、熱中症は重篤な事態に陥る危険性がありますか

ら、十分に注意しなければいけないと思っています。反面、今はエネルギー関係

で光熱費を下げる等々ありますけれども、教室環境や学校環境は教師がしっかり

作ってあげないと、なかなか対応できません。ですから、節電する部分と必要な

部分をしっかり考えていただければなと思います。 

 あともう一つ、通知の中に水分補給とありますけれども、具体的にはどういっ

た形で水分補給するようにこのガイドラインで記載されているのでしょうか。 

 

 御質問ありがとうございます。ガイドラインでは、暑い時期には水分をこまめ

に補給すること、また、長時間の運動で汗をたくさんかく場合には塩分補給もと

いうことで述べさせていただいています。また、スポーツドリンク、そのほか経

口補水液の利用ということも述べさせていただいております。 

 

 こまめな水分補給は大事ですが、脱水症状になってからでは水分を補給しても

吸収しないので、ぜひ運動とか、どこかへ移動する前の事前給水とか、そういっ

たことも含めた給水と考えたほうが良いかなと思います。以上です。 

 

 ４月22日から７月５日までの間に19人が熱中症の疑いで救急搬送されていると

いうことですが、これは例年より多いのですか。それとも例年とほぼ同じぐらい

でしょうか。 

 

 数的には例年と同じぐらいでございます。 

 

 

 例えば午後が多いとか、低学年が多いとか、体育の時間が多いなど、そういっ

た特徴はありますか。19人という傾向を見るほどの数ではないのでそこは難しい

と思いますが、何か特徴があれば教えてください。 
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 この内訳として、小学生が11人、中学生が残りの数になっておりますので、約

半数となっております。なお、小学校では特に体力測定のときにこういった事例

がございました。体力測定は特に５月でという傾向が見えております。 

 

 そういったポイントがすごく大事かなと思います。体力測定でつい頑張って走

ろうとしてしまうときにこそ起きやすいとか、そういったことは既に学校に伝わ

っているかもしれませんが、こういうときにこそ特に注意するようにということ

が伝わると良いのかなと思います。本当に危険な状況になると思いますので、必

ず事故が起きないようなポイントを絞ったお伝えをお願いしたいなと思いまし

た。 

 

 水分補給について先ほどもお話がございましたが、自分の経験から、授業の中

で生活科とか社会科で校外学習へよく出たりします。学校は本当にきめ細やかに

水分補給タイムを設定して、時間も取って、みんながきちんと飲んでと、そうい

う配慮をしていますが、そんな中でも自分はのどが渇いていないとか、自分は今

は大丈夫とか、そういった子供たちが散見されます。そこまで強制はできないと

いうこともありますが、それでも学級担任等は、どの子があまり飲んでいないな

ど、そういった一人ひとりの状況をきめ細かく把握していくことが予防になりま

すので、発信をお願いしたいと思います。意見です。 

 

 ほかにございますか。特になければ、次の「市立図書館小・中学生向け夏のイ

ベント『図書館で夏休み』について」、所管課から御報告いたします。 

 

 おはようございます。中央図書館長の下澤でございます。いつも御指導いただ

きありがとうございます。本日は、夏の読書イベントの御報告をいたします。資

料につきましては企画運営課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

 企画運営課長の小田川と申します。横浜市立図書館では、夏休み期間中に「図

書館で夏休み」のキャッチコピーの下、全18館で小・中学生向けのイベントを行

います。全館で実施いたしますのは、おはなし会と図書館がお勧めする本を展示

します、「読んでみようこんな本」の展示でございます。これは毎年発行してお

りますブックリストに掲載された本を紹介したものでございます。このほか、資

料の裏面に記載がございますとおり、図書館の仕事体験をしてもらう企画ですと

か、調べ方の案内なども実施を予定しております。 

 これらイベントの内容と本のリストにつきましては、横浜市立図書館のホーム

ページで御覧いただけます。子供たちが多く来館する夏休みを契機といたしまし

て、子供たちに図書館や本に親しんでいただけるよう取り組んでまいります。説

明は以上でございます。 

 

 説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等ございますか。 

 

 感想ですが、学校訪問をさせていただきますと、それぞれの学校の図書室が、

図書館司書の方々と図書館担当教諭の皆様方の工夫で本当に楽しくて、子供たち

の読書に親しみたいという思いがすごく伝わってきます。そういった中で、横浜

市の図書館の皆様方がこういうリーフレットを作ってくださって、これをそれぞ
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れの司書の方々が様々に工夫して自校の子供たちに発信してくださると思います

ので、それがとても楽しみです。これからもよろしくお願いいたします。 

 

少し本題とは違うのですが、先日、中央図書館の障害者雇用の現場を見学させて

いただきました。サポートオフィスでは３名の方が働いていらっしゃるのです

が、とても丁寧な仕事ぶりと本人の社会参加への喜びをすごく感じられて、とて

も良い場であると。もっとこういう場を拡大していきたいのと、もっとたくさん

の人を雇用していただきたいので、イベントをどんどん企画して、仕事を増やし

て、彼らの力を使って、良いイベントにしていただき、障害者雇用をどんどん進

めていただきたいなと思いました。 

 

 ほかに。 

 

 裏面の一番上に「体験しよう」とありますが、一日の体験ですとか、すごく短

期間のボランティア体験が書いてあると思います。ただ、横浜教育ビジョン2030

に書いてあるように、子供たちが主体的に学んで社会とつながってということの

入り口と捉えたときに、そこで体験したことを基に、子供たちにとって図書館が

どんな場だったら自分たちにとっての学びだったりサードプレイスになるのかと

か、子供たち目線で図書館はどうだったら良いかを発言する場のような関わりを

作ることまで意識していただけたらと思います。以上、意見です。 

 

 よろしいでしょうか。ほかに御意見がなければ、次に議事日程に従い、請願等

審査に移ります。５月16日付で受け付け、各委員に配付しております受理番号４

について、審査を行います。事務局から御説明いたします。 

 

 特別支援教育課長の高木でございます。よろしくお願いいたします。受理番号

４の請願について御説明いたします。請願は、北綱島特別支援学校を存続させる

会の皆様から頂いております。請願の趣旨ですが、北綱島特別支援学校は、条例

改正により令和４年４月から本校に戻りましたが、このことについて手放しで喜

んではいません。横浜市教育委員会事務局は、医療的ケアの子供たちの生命を支

えることがどんなに大変であるか十分理解していないために、閉校計画の誤りを

認めようとせず、保護者は北綱島特別支援学校の存続、そして分校になってから

は本校に戻すために心身ともに大変苦しい思いで取り組んできました。二度と過

ちを繰り返さないように、第三者を交えた検証委員会を設置し、閉校計画がどう

して作成されたのかを中心に検証してくださいといった内容となっております。

また、この件に関しましては意見陳述の希望も頂いております。説明は以上でご

ざいます。 

 

 事務局から請願の趣旨について説明がありましたが、まず、意見陳述の希望が

ありますので、その要否についてお諮りいたしたいと思います。御意見・御質問

等ございますか。 

 

 北綱島特別支援学校については、計画と同時に閉校を突然知らされて、６年間

活動された保護者の皆様の心情はいかばかりであったかと本当にお察しします。

保護者の皆さんのこれまでの様々な御苦労も御心労も伺っており、今後はそうし

た思いにしっかり寄り添い、教育の充実に取り組んでいくことが大切だと思って

います。やはり教育は人に寄り添う、心に寄り添う、ここを忘れてはいけないと
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改めて感じた次第です。 

 一方で、請願された団体の方々からは現在に至るまで繰り返し郵送等により全

教育委員に情報提供をしていただいております。我々も事あるごとにそういった

意見とか情報交換をしております。その中で私たちは、過去の事実は変えられま

せん。しかしながら、そういった様々な情報、学びの中で、過去の事実の解釈を

大きく変えることができます。私たち教育委員も解釈を変えています。その解釈

が次に生きてくると思っています。そうした中で、皆様から頂いている請願の趣

旨はもう十分に伝わっております。ですので、改めてこの場で意見を伺う必要は

もうないのかと思っています。以上です。 

 

 ほかにいかがでしょうか。ほかに御意見がなければ、受理番号４について、意

見陳述は認めないということでよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 静粛に願います。それでは、意見陳述は認めないことといたします。 

 引き続き事務局から請願に対する考え方を御説明いたします。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 静粛に願います。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 傍聴人は静粛に願います。それでは、受理番号４の考え方について、事務局か

ら説明いたします。 

 

 インクルーシブ教育エグゼクティブマネジャーの佐藤でございます。閉校の提

案、分校化につきましては、請願にあります2015年９月の肢体不自由特別支援学

校再編整備計画が作成された時点の当該校の校舎などの状況、また、横浜市全体

の肢体不自由児の将来推計、併せて神奈川県立特別支援学校の新設の動きなど、

当時の様々な状況に基づいて総合的に判断したものでございます。 

 一方、令和４年３月、当該校を本校とする条例改正に当たりましては、昨年、

令和３年９月に国の特別支援学校設置基準が制定され、現状の学校での受入れ枠

が整理されるとともに、神奈川県においてもそれらを受けて、本市東部地域に特

別支援学校を新設する計画を打ち出すなどの背景がございまして、安定的に運営

ができる本校とする判断をしたものでございます。 

 先ほど木村委員からも御指摘がございましたが、保護者の皆様が閉校案の公表

時に突然その内容を報道で知らされることになった経過、そして、それ以降６年

間にわたって御心配や御不安な思いを抱えられ、また、お子さんのケア等で時間

の制約が本当にある中で活動を続けられたことなど、その心情を十分酌むべきと

いうことは理解しております。 

 しかしながら、本件につきましては、前提条件が現在とは異なる当時の状況等

における総合的な判断でございますので、所管課といたしましては第三者委員に

よる検証は考えておりません。以上でございます。 
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 事務局から請願に対する考え方の説明が終了いたしましたが、御意見・御質問

等ございますか。 

 

 北綱島特別支援学校の閉校案と分校案については、当時の教育委員会におい

て、また、市会でも議論・議決がなされたと承知しております。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 発言中です。それで、今回の方針も国の設置基準や神奈川県の指針を踏まえた

条例改正であり、その時々の状況に応じて判断されたものと理解しております。

また、昨年度の教育委員会会議の場においても、今後、特別支援学校の整備に関

する考え方を策定すると聞いております。その中で、更なる教育環境の充実を図

っていくということも伺っております。いずれにしても、本件については、法の

手続また横浜市会の決議など、適正にプロセスを踏んでおり、改めて第三者によ

る検証を実施する必要はないと考えます。以上です。 

 

 ほかに御意見はございますか。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 静粛に願います。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 静粛に願います。 

 

 木村委員の御発言とも重なりますが、６年前、保護者の皆さんにとって突然計

画が公表されて、驚きとともに相当傷つかれたと思います。ようやく本校に戻っ

たとはいえども、今後に対しての不安が拭い切れない。またこういうことが起き

るのではないかというお気持ちからこの請願を出されたのではないかと思いま

す。検証は難しいということで、特別支援学校の整備に関する考え方を教育委員

会事務局が策定すると聞いております。そのときには必ず保護者の皆さんと市民

の皆さんの声をちゃんと幅広くしっかりと丁寧に聞きながら進めていくことをお

願いしたいと思います。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 静粛に願います。 

 

 こうしたことを二度と繰り返さないように、常に子供たちや保護者に寄り添っ

て、子供の最善が何なのかということを一番に考えていただく姿勢を徹底してい

ただきたいと思います。 

 

 事務局から何かありますか。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 
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 静粛に願います。傍聴人は発言を求められておりませんよ。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 静粛に願います。 

 

 今、委員から厳しい御指摘をいただいたと受け止めております。市民と、まず

保護者の皆様の御意見をきちんと聞くという姿勢で、これからの特別支援教育の

より良い方向性に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 

 

 ほかに御意見はございますか。特にないようでしたら、受理番号４については

事務局の考え方に沿った回答でよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認させていただきます。回答文につきましては、承認いただいた

考え方に沿って回答させていただきます。以上で請願等審査を終了いたします。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 傍聴人は行動を取ることはできません。退場を命じますよ。 

 

＜傍聴人による不規則発言あり＞ 

 

 ただいまの傍聴人の行為は、傍聴人規則の違反に該当するとみなします。従い

まして、再びこのようなことがございましたら、規則第５条に基づき議場からの

退場を命じることになります。 

 次に議事日程に従い、審議案件に移ります。まず、会議の非公開について、お

諮りします。教委第14号議案「横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会委

員の任命について」は人事案件のため、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、教委第14号議案は非公開といたします。審議に入る前に、事務局か

ら報告をお願いします。 

 

 ７月６日に１団体から、横浜市の中学校夜間学級の教育条件の抜本的改善及び

来年度の予算充実を求める要望書を受理しました。この要望書につきましては、

事務局で対応を調整の上、教育委員会で審議が必要な場合は、次回以降にお諮り

したいと思います。委員の皆様は、内容の御確認をよろしくお願いします。 

 次回の教育委員会臨時会は７月22日金曜日の午前10時から開催する予定です。 

また、次回の教育委員会定例会は、８月５日金曜日の午後２時から開催する予

定です。 

なお、８月５日の会議の議題については調整中ですが、教科書採択につきまし

てはこの日を予定しております。６月24日の教育委員会定例会において報告しま
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鯉渕教育長 

 

したとおり、今年度も人の密集を避ける目的から、会議を傍聴いただける方を事

前抽選いたします。事前抽選の申し込みについては、７月１日金曜日から７月12

日火曜日まで、インターネット又は郵送により受付を行っております。詳細につ

いてはホームページを御確認ください。 

また、会場に入れなかった傍聴希望者の皆様につきましては、インターネット

配信により審議の様子を御覧いただけるよう予定しております。 

 

 皆様、よろしいでしょうか。 

次回の教育委員会臨時会は、７月22日金曜日の午前10時から開催する予定で

す。また、次回の教育委員会定例会は８月５日金曜日の午後２時から開催する予

定です。現在、会議を傍聴いただける方の事前抽選の申し込みを受け付けており

ます。また、会場に入れなかった傍聴希望者の皆様につきましては、インターネ

ット配信により審議の様子を御覧いただけるよう予定しております。別途通知し

ますので、御確認ください。 

 次に、非公開案件の審議に移ります。傍聴・報道機関の方は御退席願います。

また、関係部長以外の方も退席してください。 

 

＜傍聴人及び関係者以外退出＞ 

 

教委第14号議案「横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会委員の任命に

ついて」 

（原案のとおり承認） 

 

本日の案件は以上です。これで、本日の教育委員会定例会を閉会といたしま

す。 

 

［閉会時刻：午前11時26分］ 

 


